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都市計画法（抄） 
 

（目的）  

第 1条  この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に

関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発

展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。  

 

（都市計画の基本理念）  

第 2条  都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活

動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基

本理念として定めるものとする。  

 

（国、地方公共団体及び住民の責務）  

第 3条  国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。  

２  都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都

市環境の形成に努めなければならない。  

３  国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなけ

ればならない。 

 

（定義）  

第 4条  この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、

都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 

２  この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」と

は第 5条の 2の規定により指定された区域をいう。 

３  この法律において「地域地区」とは、第 8条第 1項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。 

４  この法律において「促進区域」とは、第 10条の 2第 1項各号に掲げる区域をいう。 

５  この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第 11条第 1項各号に掲げる

施設をいう。 

６  この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第 11条第 1項各号に掲げる

施設をいう。 

７  この法律において「市街地開発事業」とは、第 12条第 1項各号に掲げる事業をいう。 

８  この法律において「市街地開発事業等予定区域」とは、第 12条の 2第 1項各号に掲げる予定区域を

いう。 

９  この法律において「地区計画等」とは、第 12条の 4第 1項各号に掲げる計画をいう。 

１０  この法律において「建築物」とは建築基準法 （昭和 25年法律第 201号）第 2条第 1号に定める建

築物を、「建築」とは同条第 13号に定める建築をいう。 

１１  この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をも

たらすおそれがある工作物で政令で定めるもの（以下「第一種特定工作物」という。）又はゴルフコース

その他大規模な工作物で政令で定めるもの（以下「第二種特定工作物」という。）をいう。 
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１２  この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目

的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 

１３  この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。 

１４  この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 

１５  この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第 59条の規定による認

可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。 

１６  この法律において「施行者」とは、都市計画事業を施行する者をいう。 

 

（区域区分） 

第 7条  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、

都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分（以下「区域区分」という。）を定めることができる。

ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。 

一  次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域 

イ 首都圏整備法第 2条第 3項に規定する既成市街地又は同条第 4項に規定する近郊整備地帯 

ロ 近畿圏整備法第 2条第 3項に規定する既成都市区域又は同条第 4項に規定する近郊整備区域 

ハ 中部圏開発整備法第 2条第 3項に規定する都市整備区域 

二  前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの 

２  市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街

化を図るべき区域とする。 

３  市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。 

 

（開発行為の許可） 

第 29条  都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土

交通省令で定めるところにより、都道府県知事（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 19第 1

項の指定都市、同法第 252条の 22第 1項の中核市又は同法第 252条の 26の 3第 1項の特例市（以下「指

定都市等」という。）の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。）の許可を

受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 

一  市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為

で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの 

二  市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発

行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の

用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの 

三  駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち

開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない

ものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

四  都市計画事業の施行として行う開発行為 

五  土地区画整理事業の施行として行う開発行為 

六  市街地再開発事業の施行として行う開発行為 



 3 

七  住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 

八  防災街区整備事業の施行として行う開発行為 

九  公有水面埋立法（大正 10年法律第 57号）第 2条第 1項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第

22条第 2項の告示がないものにおいて行う開発行為 

十  非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 

十一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

２  都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込ま

れる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定め

るところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、

この限りでない。 

一  農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供

する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

二  前項第 3号、第 4号及び第 9号から第 11号までに掲げる開発行為 

３  開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画

区域及び準都市計画区域外の区域のうち 2以上の区域にわたる場合における第 1項第 1号及び前項の規定

の適用については、政令で定める。 

（許可申請の手続） 

第 30条  前条第 1項又は第 2項の許可（以下「開発許可」という。）を受けようとする者は、国土交通

省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 

一  開発区域（開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区）の位置、区域及び規模 

二  開発区域内において予定される建築物又は特定工作物（以下「予定建築物等」という。）の用途 

三  開発行為に関する設計（以下この節において「設計」という。） 

四  工事施行者（開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を

いう。以下同じ。） 

五  その他国土交通省令で定める事項 

２  前項の申請書には、第 32条第 1項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第 2項に規定する

協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。 

 

（設計者の資格） 

第 31条  前条の場合において、設計に係る設計図書（開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定め

るものを実施するため必要な図面（現寸図その他これに類するものを除く。）及び仕様書をいう。）は、

国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。 

 

（公共施設の管理者の同意等） 

第 32条  開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協

議し、その同意を得なければならない。 

２  開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置され

る公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 
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３  前 2項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理

を確保する観点から、前 2項の協議を行うものとする。 

 

（開発許可の基準） 

第 33条  都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲

げる基準（第 4項及び第 5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。）に適合し

ており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めると

きは、開発許可をしなければならない。 

一  次のイ又はロに掲げる場合には、予定建築物等の用途が当該イ又はロに定める用途の制限に適合して

いること。ただし、都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特別地区に定められた誘導すべき

用途に適合するものにあつては、この限りでない。 

イ 当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、流通業務

地区又は港湾法第 39条第 1項の分区（以下「用途地域等」という。）が定められている場合 当該用

途地域等内における用途の制限（建築基準法第 49条第 1項若しくは第 2項若しくは第 49条の 2（こ

れらの規定を同法第 88条第 2項において準用する場合を含む。）又は港湾法第 40条第 1項の条例に

よる用途の制限を含む。） 

ロ 当該申請に係る開発区域内の土地（都市計画区域（市街化調整区域を除く。）又は準都市計画区域

内の土地に限る。）について用途地域等が定められていない場合 建築基準法第 48条第 13項及び第

68条の 3第 7項（同法第 48条第 13項に係る部分に限る。）（これらの規定を同法第 88条第 2項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による用途の制限 

二  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあ

つては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地（消防に必要な水利が十分でない場合に設置

する消防の用に供する貯水施設を含む。）が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止

上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発

区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。こ

の場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。 

イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 

ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

ハ 予定建築物等の用途 

ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 

三  排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法（昭和 33年法律第

79号）第 2条第 1号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周

辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められ

ていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれ

に適合していること。 

イ 当該地域における降水量 

ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%81%5a%88%ea&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004900000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004900000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004900000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%81%5a%88%ea&REF_NAME=%91%e6%98%5a%8f%5c%94%aa%8f%f0%82%cc%8e%4f%91%e6%8e%b5%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006800300000007000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006800300000007000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006800300000007000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%81%5a%88%ea&REF_NAME=%91%e6%98%5a%8f%5c%94%aa%8f%f0%82%cc%8e%4f%91%e6%8e%b5%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006800300000007000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006800300000007000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006800300000007000000000000000000
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四  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあ

つては、水道その他の給水施設が、第 2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、当該開発区域につい

て想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められてい

ること。この場合において、当該給水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適

合していること。 

五  当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等（次のイからホまでに掲げる地区計画等の区分

に応じて、当該イからホまでに定める事項が定められているものに限る。）が定められているときは、

予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して定められているこ

と。 

イ 地区計画 再開発等促進区若しくは開発整備促進区（いずれも第 12条の 5第 5項第 2号に規定する

施設の配置及び規模が定められているものに限る。）又は地区整備計画 

ロ 防災街区整備地区計画 地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備

計画 

ハ 歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維持向上地区整備計画 

ニ 沿道地区計画 沿道再開発等促進区（幹線道路の沿道の整備に関する法律第 9条第 4項第 2号に規

定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。）又は沿道地区整備計画 

ホ 集落地区計画 集落地区整備計画 

六  当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域におけ

る環境の保全とが図られるように公共施設、学校その他の公益的施設及び開発区域内において予定され

る建築物の用途の配分が定められていること。 

七  地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について、地盤の改

良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。

この場合において、開発区域内の土地の全部又は一部が宅地造成等規制法（昭和 36年法律第 191号）第

3条第 1項の宅地造成工事規制区域内の土地であるときは、当該土地における開発行為に関する工事の

計画が、同法第 9条の規定に適合していること。 

八  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業

務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、開発

区域内に建築基準法第 39条第 1項の災害危険区域、地すべり等防止法（昭和 33年法律第 30号）第 3条

第 1項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成

12年法律第 57号）第 8条第 1項の土砂災害特別警戒区域その他政令で定める開発行為を行うのに適当

でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がない

と認められるときは、この限りでない。 

九  政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全する

ため、開発行為の目的及び第 2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、開発区域における植物の生育

の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められている

こと。 
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十  政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全する

ため、第 2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緑

地帯その他の緩衝帯が配置されるように設計が定められていること。 

十一  政令で定める規模以上の開発行為にあつては、当該開発行為が道路、鉄道等による輸送の便等から

みて支障がないと認められること。 

十二  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建

築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開

発行為（当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等に

よる被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。）以外の開発行為

にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。 

十三  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建

築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開

発行為（当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等に

よる被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。）以外の開発行為

にあつては、工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。 

十四  当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域

内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に

関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。 

２  前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令で定める。 

３  地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利

用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細目のみによつては環境の保全、災害の

防止及び利便の増進を図ることが困難であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全、

災害の防止及び利便の増進上支障がないと認められる場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、

当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和することができる。 

４  地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合においては、政令で定

める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定され

る建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。 

５  景観行政団体（景観法第 7条第 1項に規定する景観行政団体をいう。）は、良好な景観の形成を図る

ため必要と認める場合においては、同法第 8条第 2項第 1号の景観計画区域内において、政令で定める基

準に従い、同条第 1項の景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を、条例で、開発許可の基

準として定めることができる。 

６  指定都市等及び地方自治法第 252条の 17の 2第 1項の規定に基づきこの節の規定により都道府県知

事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村（以下この節において「事務処理市町村」と

いう。）以外の市町村は、前 3項の規定により条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事

と協議し、その同意を得なければならない。 

７  公有水面埋立法第 22条第 2項の告示があつた埋立地において行う開発行為については、当該埋立地

に関する同法第 2条第 1項の免許の条件において第 1項各号に規定する事項（第 4項及び第 5項の条例が

定められているときは、当該条例で定める事項を含む。）に関する定めがあるときは、その定めをもつて
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開発許可の基準とし、第 1項各号に規定する基準（第 4項及び第 5項の条例が定められているときは、当

該条例で定める制限を含む。）は、当該条件に抵触しない限度において適用する。 

８  居住調整地域又は市街地再開発促進区域内における開発許可に関する基準については、第 1項に定め

るもののほか、別に法律で定める。 

第 34条  前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（主として第二種特定工作物の建設

の用に供する目的で行う開発行為を除く。）については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が

同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場

合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。 

一  主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必

要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む

店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

二  市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種

特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

三  温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物又は第一

種特定工作物で、当該特別の条件を必要とするため市街化区域内において建築し、又は建設することが

困難なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

四  農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第 29条第 1項第 2号の政令で定める建築物以外のも

のの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しく

は加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為 

五  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平成 5年法律第 72

号）第 9条第 1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、

又は移転された同法第 2条第 3項第 3号の権利に係る土地において当該所有権移転等促進計画に定める

利用目的（同項第 2号に規定する農林業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのもの

に限る。）に従つて行う開発行為 

六  都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となつて助成する中小企業者の行う他

の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する建築

物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

七  市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有す

る事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整

区域内において建築し、又は建設することが必要なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行

為 

八  政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物で、市街化区域内において

建築し、又は建設することが不適当なものとして政令で定めるものの建築又は建設の用に供する目的で

行う開発行為 

九  前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか、市街化区域内において建築し、又は建設する

ことが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供

する目的で行う開発行為 
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十  地区計画又は集落地区計画の区域（地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限

る。）内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物又は第一種特定

工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

十一  市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活

圏を構成していると認められる地域であつておおむね 50以上の建築物（市街化区域内に存するものを含

む。）が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県（指定都市等又は事務処理市

町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。）

の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周

辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当

しないもの 

十二  開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において

行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、都道府県の

条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの 

十三  区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された

際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工

作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた者で、当該都市計画

の決定又は変更の日から起算して 6月以内に国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出たもの

が、当該目的に従つて、当該土地に関する権利の行使として行う開発行為（政令で定める期間内に行う

ものに限る。） 

十四  前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街

化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開

発行為 

 

（開発許可の特例） 

第 34条の 2  国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村、都道府県、指定都市等若しくは事

務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合、全部事務組合、役場事務組合若しくは

港務局若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村が設置団体である地方開発事業団（以下「都

道府県等」という。）が行う都市計画区域若しくは準都市計画区域内における開発行為（第 29条第 1項各

号に掲げる開発行為を除く。）又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為（同条

第 2項の政令で定める規模未満の開発行為及び同項各号に掲げる開発行為を除く。）については、当該国

の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、開発許可があつたものとみなす。 

２  第 32条の規定は前項の協議を行おうとする国の機関又は都道府県等について、第 41条の規定は都道

府県知事が同項の協議を成立させる場合について、第 47条の規定は同項の協議が成立したときについて準

用する。 

 

（許可又は不許可の通知） 

第 35条  都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなけ

ればならない。 
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２  前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。 

 

（変更の許可等） 

第 35条の 2  開発許可を受けた者は、第 30条第 1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合におい

ては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第 29

条第 1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第 2項の許可に係るものにあつて

は同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土

交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 

２  前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提

出しなければならない。 

３  開発許可を受けた者は、第 1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、

その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

４  第 31条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合

について、第 32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に

関する工事により設置される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合又は同条の政令で定める者

との協議に係る開発行為に関する事項であつて政令で定めるものの変更をしようとする場合について、第

33条、第 34条、前条及び第 41条の規定は第 1項の規定による許可について、第 34条の 2の規定は第 1

項の規定により国又は都道府県等が同項の許可を受けなければならない場合について、第 47条第 1項の規

定は第 1項の規定による許可及び第 3項の規定による届出について準用する。この場合において、第 47条

第 1項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更の許可又は届出の年月日及び第 2号から第 6号までに掲

げる事項のうち当該変更に係る事項」と読み替えるものとする。 

５  第 1項又は第 3項の場合における次条、第 37条、第 39条、第 40条、第 42条から第 45条まで及び

第 47条第 2項の規定の適用については、第 1項の規定による許可又は第 3項の規定による届出に係る変更

後の内容を開発許可の内容とみなす。 

 

（工事完了の検査） 

第 36条  開発許可を受けた者は、当該開発区域（開発区域を工区に分けたときは、工区）の全部につい

て当該開発行為に関する工事（当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該

公共施設に関する工事）を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事

に届け出なければならない。 

２  都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適

合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認

めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付しなければならない。 

３  都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めると

ころにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。この場合において、当該工事が津波災害

特別警戒区域（津波防災地域づくりに関する法律第七十二条第一項 の津波災害特別警戒区域をいう。以下

この項において同じ。）内における同法第七十三条第一項 に規定する特定開発行為（同条第四項 各号に掲

げる行為を除く。）に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第四項第一号 



 10 

に規定する開発区域（津波災害特別警戒区域内のものに限る。）に地盤面の高さが同法第五十三条第二項 に

規定する基準水位以上である土地の区域があるときは、その区域を併せて公告しなければならない。 

 

（建築制限等） 

第 37条  開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第 3項の公告があるまでの間は、建築物

を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りで

ない。 

一  当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道

府県知事が支障がないと認めたとき。 

二  第 33条第 1項第 14号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又

は特定工作物を建設するとき。 

 

（開発行為の廃止） 

第 38条  開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で

定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

 

（開発行為等により設置された公共施設の管理） 

第 39条  開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、そ

の公共施設は、第 36条第 3項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するも

のとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第 32条第 2項の協議により管理者につ

いて別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。 

 

（公共施設の用に供する土地の帰属） 

第 40条  開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな

公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公

共団体が所有するものは、第 36条第 3項の公告の日の翌日において当該開発許可を受けた者に帰属するも

のとし、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞ

れ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。 

２  開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地

は、前項に規定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、第 36条第 3項の公告の日の

翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理すべき者（その者が地方自治法第 2条第 9項第 1号

に規定する第 1号法定受託事務（以下単に「第 1号法定受託事務」という。）として当該公共施設を管理

する地方公共団体であるときは、国）に帰属するものとする。 

３  市街化区域内における都市計画施設である幹線街路その他の主要な公共施設で政令で定めるものの

用に供する土地が前項の規定により国又は地方公共団体に帰属することとなる場合においては、当該帰属

に伴う費用の負担について第 32条第 2項の協議において別段の定めをした場合を除き、従前の所有者（第

36条第 3項の公告の日において当該土地を所有していた者をいう。）は、国又は地方公共団体に対し、政



 11 

令で定めるところにより、当該土地の取得に要すべき費用の額の全部又は一部を負担すべきことを求める

ことができる。 

 

（建築物の建ぺい率等の指定） 

第 41条  都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可

をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建

築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。 

２  前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、

建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺

の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この

限りでない。 

 

（開発許可を受けた土地における建築等の制限） 

第 42条  何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第 36条第 3項の公告があつた後は、当該開

発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物

を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。た

だし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における

環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第 88条第

2項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定

められているときは、この限りでない。 

２  国が行なう行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項た

だし書の規定による許可があつたものとみなす。 

 

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限） 

第 43条  何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県

知事の許可を受けなければ、第 29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、

又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第 2号

若しくは第 3号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改

築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。 

一  都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 

二  非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工

作物の新設 

三  仮設建築物の新築 

四  第 29条第 1項第 9号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内にお

いて行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 

五  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

２  前項の規定による許可の基準は、第 33条及び第 34条に規定する開発許可の基準の例に準じて、政令

で定める。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%81%5a%88%ea&REF_NAME=%8c%9a%92%7a%8a%ee%8f%80%96%40%91%e6%94%aa%8f%5c%94%aa%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%81%5a%88%ea&REF_NAME=%8c%9a%92%7a%8a%ee%8f%80%96%40%91%e6%94%aa%8f%5c%94%aa%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000002000000000000000000
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３  国又は都道府県等が行う第 1項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物

の新設（同項各号に掲げるものを除く。）については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との

協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。 

（許可に基づく地位の承継） 

第 44条  開発許可又は前条第 1項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有して

いた当該許可に基づく地位を承継する。 

第 45条  開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施

行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開

発許可に基づく地位を承継することができる。 

 

（開発登録簿） 

第 46条  都道府県知事は、開発登録簿（以下「登録簿」という。）を調製し、保管しなければならない。 

第 47条  都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登

録簿に登録しなければならない。 

一  開発許可の年月日 

二  予定建築物等（用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く。）の用途 

三  公共施設の種類、位置及び区域 

四  前三号に掲げるもののほか、開発許可の内容 

五  第 41条第 1項の規定による制限の内容 

六  前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項 

２  都道府県知事は、第 36条の規定による完了検査を行なつた場合において、当該工事が当該開発許可

の内容に適合すると認めたときは、登録簿にその旨を附記しなければならない。 

３  第 41条第 2項ただし書若しくは第 42条第 1項ただし書の規定による許可があつたとき、又は同条第

2項の協議が成立したときも、前項と同様とする。 

４  都道府県知事は、第 81条第 1項の規定による処分により第 1項各号に掲げる事項について変動を生

じたときは、登録簿に必要な修正を加えなければならない。 

５  都道府県知事は、登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があつたときは、その

写しを交付しなければならない。 

６  登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 

 

（国及び地方公共団体の援助） 

第 48条  国及び地方公共団体は、市街化区域内における良好な市街地の開発を促進するため、市街化区

域内において開発許可を受けた者に対する必要な技術上の助言又は資金上その他の援助に努めるものとす

る。 

 

（不服申立て） 

第 50条  第 29条第 1項若しくは第 2項、第 35条の 2第 1項、第 41条第 2項ただし書、第 42条第 1項

ただし書若しくは第 43条第 1項の規定に基づく処分若しくはこれに係る不作為（行政不服審査法（昭和
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37年法律第 160号）第 2条第 2項に規定する不作為をいう。）又はこれらの規定に違反した者に対する第

81条第 1項の規定に基づく監督処分に不服がある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができる。 

２  開発審査会は、前項の規定による審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日から 2

月以内に、裁決をしなければならない。 

３  開発審査会は、前項の裁決を行なう場合においては、あらかじめ、審査請求人、処分庁その他の関係

人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行なわなければならない。 

第 51条  第 29条第 1項若しくは第 2項、第 35条の 2第 1項、第 42条第 1項ただし書又は第 43条第 1

項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関する

ものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。この場合においては、行政不服

審査法による不服申立てをすることができない。 

２  行政不服審査法第 18条の規定は、前項に規定する処分につき、処分庁が誤つて審査請求をすること

ができる旨を教示した場合に準用する。 

 

（審査請求と訴訟との関係） 

第 52条  第 50条第 1項に規定する処分の取消しの訴え（前条第 1項の規定により公害等調整委員会に裁

定の申請をすることができる事項に関する訴えを除く。）は、当該処分についての審査請求に対する開発

審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 

 

（開発審査会） 

第 78条  第 50条第 1項に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた

事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。 

２  開発審査会は、委員 5人以上をもつて組織する。 

３  委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の

福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事又は指定都市等の長が任命する。 

４  次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 

一  破産者で復権を得ない者 

二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

５  都道府県知事又は指定都市等の長は、委員が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その委

員を解任しなければならない。 

６  都道府県知事又は指定都市等の長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するときは、

その委員を解任することができる。 

一  心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

二  職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。 

７  委員は、自己又は 3親等以内の親族の利害に関係のある事件については、第 50条第 1項に規定する

審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。 

８  第 2項から前項までに定めるもののほか、開発審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定

める基準に従い、都道府県又は指定都市等の条例で定める。 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%b5%96%40%88%ea%98%5a%81%5a&REF_NAME=%8d%73%90%ad%95%73%95%9e%90%52%8d%b8%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%b5%96%40%88%ea%98%5a%81%5a&REF_NAME=%8d%73%90%ad%95%73%95%9e%90%52%8d%b8%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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（許可等の条件） 

第 79条  この法律の規定による許可、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。

この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであつて

はならない。 

 

（報告、勧告、援助等） 

第 80条  国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村又はこの法

律の規定による許可、認可若しくは承認を受けた者に対し、指定都市等の長はこの法律の規定による許可

又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、

又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。 

２  市町村又は施行者は、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、都市計画の決定若しくは変更又は都市

計画事業の施行の準備若しくは施行のため、それぞれ都市計画又は都市計画事業に関し専門的知識を有す

る職員の技術的援助を求めることができる。 

 

（監督処分等） 

第 81条  国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し

て、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認（都市計画の

決定又は変更に係るものを除く。以下この条において同じ。）を取り消し、変更し、その効力を停止し、

その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期

限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件（以下この条において「工作物等」という。）の改築、

移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。 

一  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又

は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他

により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者 

二  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事

の注文主若しくは請負人（請負工事の下請人を含む。）又は請負契約によらないで自らその工事をして

いる者若しくはした者 

三  この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者 

四  詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者 

２  前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命

ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長は、その者

の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることがで

きる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を

行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは指定都市等の長又はその命じた者若しくは委任し

た者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 

３  国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長は、第 1項の規定による命令をした場合においては、

標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 
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４  前項の標識は、第 1項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に設置す

ることができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等

の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

 

（立入検査） 

第 82条  国土交通大臣、都道府県知事若しくは指定都市等の長又はその命じた者若しくは委任した者は、

前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当

該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。 

２  前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければなら

ない。 

３  前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

４  第 1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

 

（都道府県知事の権限の委任） 

第 86条  都道府県知事は、第 3章第 1節の規定によりその権限に属する事務で臨港地区に係るものを、

政令で定めるところにより、港務局の長に委任することができる。 

第 91条  第 81条第 1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長の命令に違反した

者は、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。 

第 92条  次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 

一  第 25条第 5項の規定に違反して、同条第 1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者 

二  第 26条第 1項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道

府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者 

三  第 29条第 1項若しくは第 2項又は第 35条の 2第 1項の規定に違反して、開発行為をした者 

四  第 37条又は第 42条第 1項の規定に違反して、建築物を建築し、又は特定工作物を建設した者 

五  第 41条第 2項の規定に違反して、建築物を建築した者 

六  第 42条第 1項又は第 43条第 1項の規定に違反して、建築物の用途を変更した者 

七  第 43条第 1項の規定に違反して、建築物を建築し、又は第一種特定工作物を建設した者 

八  第 58条の 7の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

第 93条  次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 

一  第 58条の 2第 1項又は第 2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

二  第 80条第 1項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又

は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 

三  第 82条第 1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

第 94条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

又は財産に関して第 91条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に

対して各本条の罰金刑を科する。 

第 96条  第 35条の 2第 3項又は第 38条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、

20万円以下の過料に処する。 
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都市計画法施行令（抄） 

 

（特定工作物） 

第 1条  都市計画法（以下「法」という。）第 4条第 11項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれ

がある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

一  アスファルトプラント 

二  クラッシャープラント 

三  危険物（建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）第 116条第 1項の表の危険物品の種類の欄に

掲げる危険物をいう。）の貯蔵又は処理に供する工作物（石油パイプライン事業法（昭和 47年法律第

105号）第 5条第 2項第 2号に規定する事業用施設に該当するもの、港湾法（昭和 25年法律第 218号）

第 2条第 5項第 8号に規定する保管施設又は同項第8号の 2に規定する船舶役務用施設に該当するもの、

漁港漁場整備法（昭和 25年法律第 137号）第 3条第 2号ホに規定する補給施設に該当するもの、航空法

（昭和 27年法律第 231号）による公共の用に供する飛行場に建設される航空機給油施設に該当するもの、

電気事業法（昭和 39年法律第 170号）第 2条第 1項第 9号に規定する電気事業（同項第 7号に規定する

特定規模電気事業を除く。）の用に供する同項第 16号に規定する電気工作物に該当するもの及びガス事

業法（昭和 29年法律第 51号）第 2条第 13項に規定するガス工作物（同条第 1項に規定する一般ガス事

業又は同条第 3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。）に該当するものを除く。） 

２  法第 4条第 11項の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が 1ヘクタ

ール以上のものとする。 

一  野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物（学校教育

法（昭和 22年法律第 26号第 1条に規定する学校（大学を除く。）の施設に該当するもの、港湾法第 2

条第 5項第 9号の 3に規定する港湾環境整備施設に該当するもの、都市公園法（昭和 31年法律第 79号）

第 2条第 1項に規定する都市公園に該当するもの及び自然公園法（昭和 32年法律第 161号）第 2条第 6

号に規定する公園事業又は同条第 4号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建設

される施設に該当するものを除く。） 

二  墓園  

 

（公共施設） 

第 1条の 2  法第四条第十四項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運

河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。 

 

（大都市に係る都市計画区域） 

第 3条  法第 7条第 1項第 2号の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法（昭

和 22年法律第 67号）第 252条の 19第 1項の指定都市（以下単に「指定都市」という。）の区域の全部又

は一部を含む都市計画区域とする。 

 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%4f%96%40%88%ea%81%5a%81%5a&REF_NAME=%93%73%8e%73%8c%76%89%e6%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%90%ad%8e%4f%8e%4f%94%aa&REF_NAME=%8c%9a%92%7a%8a%ee%8f%80%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8b%e3%96%40%88%ea%8e%b5%81%5a&REF_NAME=%93%af%8d%80%91%e6%8e%b5%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000007000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000007000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000007000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8b%e3%96%40%8c%dc%88%ea&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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（都市計画基準） 

第 8条  区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。 

一  既に市街地を形成している区域として市街化区域に定める土地の区域は、相当の人口及び人口密度を

有する市街地その他の既成市街地として国土交通省令で定めるもの並びにこれに接続して現に市街化し

つつある土地の区域とすること。 

二  おおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域に定める土地の区

域は、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとすること。 

イ 当該都市計画区域における市街化の動向並びに鉄道、道路、河川及び用排水施設の整備の見通し等

を勘案して市街化することが不適当な土地の区域 

ロ 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域 

ハ 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域 

ニ 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため

保全すべき土地の区域 

三  区域区分のための土地の境界は、原則として、鉄道その他の施設、河川、海岸、崖その他の地形、地

物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、町界、字

界等によること。 

２  用途地域には、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとする。 

一  農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44年法律第 58号）第 8条第 2項第 1号に規定する農用地区

域又は農地法（昭和 27年法律第 229号）第 5条第 2項第 1号ロに掲げる農地若しくは採草放牧地の区域 

二  自然公園法第 20条第 1項に規定する特別地域、森林法（昭和 26年法律第 249号）第 25条又は第 25

条の 2の規定により指定された保安林の区域その他これらに類する土地の区域として国土交通省令で定

めるもの 

 

（許可を要しない開発行為の規模） 

第 19条  法第 29条第 1項第 1号の政令で定める規模は、次の表の第 1欄に掲げる区域ごとに、それぞれ

同表の第 2欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第 3欄に掲げる場合には、都道府県（指定都市等（法

第 29条第 1項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。）又は事務処理市町村（法第 33条第 6項に規定

する事務処理市町村をいう。以下同じ。）の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第

22条の 3、第 23条の 3及び第 36条において同じ。）は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範

囲内で、その規模を別に定めることができる。 

第 1欄 第 2欄 第 3欄 第 4欄 

市街化区域 1,000平方

メートル 

市街化の状況により、無秩序な市街化を

防止するため特に必要があると認めら

れる場合 

300平方メートル以上

1,000平方メートル未

満 

区域区分が定められていな

い都市計画区域及び準都市

計画区域 

3,000平方

メートル 

市街化の状況等により特に必要がある

と認められる場合 

300平方メートル以上

3,000平方メートル未

満 
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２  都の区域（特別区の存する区域に限る。）及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内

にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「1,000平方メー

トル」とあるのは、「500平方メートル」とする。 

一  首都圏整備法第 2条第 3項に規定する既成市街地又は同条第 4項に規定する近郊整備地帯 

二  近畿圏整備法第 2条第 3項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域 

三  中部圏開発整備法第 2条第 3項に規定する都市整備区域 

 

（法第 29条第 1項第 2号及び第 2項第 1号の政令で定める建築物） 

第 20条  法第 29条第 1項第 2号及び第 2項第 1号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一  畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設その他これ

らに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物 

二  堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産

資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物 

三  家畜診療の用に供する建築物 

四  用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の

用に供する建築物 

五  前各号に掲げるもののほか、建築面積が 90平方メートル以内の建築物 

 

（適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物） 

第 21条  法第 29条第 1項第 3号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一  道路法第 2条第 1項に規定する道路又は道路運送法（昭和 26年法律第 183号）第 2条第 8項に規定

する一般自動車道若しくは専用自動車道（同法第 3条第 1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨

物自動車運送事業法（平成元年法律第 83号）第 2条第 2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供

するものに限る。）を構成する建築物 

二  河川法が適用され、又は準用される河川を構成する建築物 

三  都市公園法第 2条第 2項に規定する公園施設である建築物 

四  鉄道事業法（昭和 61年法律第 92号）第 2条第 1項に規定する鉄道事業若しくは同条第 5項に規定す

る索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である建築物又は軌道法（大正 10年法律第 76

号）による軌道若しくは同法 が準用される無軌条電車の用に供する施設である建築物 

五  石油パイプライン事業法第 5条第 2項第 2号に規定する事業用施設である建築物 

六  道路運送法第 3条第 1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自

動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）若しくは貨物自動車運送事業法第 2条第 2項に規定す

る一般貨物自動車運送事業（同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。）の用に供

する施設である建築物又は自動車ターミナル法第 2条第 5項に規定する一般自動車ターミナルを構成す

る建築物 

七  港湾法第 2条第 5項に規定する港湾施設である建築物又は漁港漁場整備法第 3条に規定する漁港施設

である建築物 

八  海岸法（昭和 31年法律第 101号）第 2条第 1項に規定する海岸保全施設である建築物 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%94%aa%96%40%88%ea%93%f1%8b%e3&REF_NAME=%93%af%8f%f0%91%e6%8e%6c%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000004000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000004000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000004000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%91%e5%88%ea%81%5a%96%40%8e%b5%98%5a&REF_NAME=%93%af%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=


 19 

九  航空法による公共の用に供する飛行場に建築される建築物で当該飛行場の機能を確保するため必要

なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第 2条第 5項に規定

する航空保安施設で公共の用に供するものの用に供する建築物 

十  気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設である建築物 

十一  郵便事業株式会社が設置する郵便事業株式会社法（平成 17年法律第 99号）第 3条第 1項第 1号に

掲げる業務の用に供する施設である建築物 

十二  電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）第 120条第 1項に規定する認定電気通信事業者が同項に

規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物 

十三  放送法（昭和 25年法律第 132号）による放送事業の用に供する放送設備である建築物 

十四  電気事業法第 2条第 1項第 9号に規定する電気事業（同項第 7号に規定する特定規模電気事業を除

く。）の用に供する同項第 16号に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事業法第 2

条第 13項に規定するガス工作物（同条第 1項に規定する一般ガス事業又は同条第 3項に規定する簡易ガ

ス事業の用に供するものに限る。）を設置する施設である建築物 

十五  水道法第 3条第 2項に規定する水道事業若しくは同条第 4項に規定する水道用水供給事業の用に供

する同条第 8項に規定する水道施設である建築物、工業用水道事業法（昭和 33年法律第 84号）第 2条

第 6項に規定する工業用水道施設である建築物又は下水道法第 2条第 3号から第 5号までに規定する公

共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設である建築物 

十六  水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物 

十七  図書館法（昭和 25年法律第 108号）第 2条第 1項に規定する図書館の用に供する施設である建築

物又は博物館法（昭和 26年法律第 285号）第 2条第 1項に規定する博物館の用に供する施設である建築

物 

十八  社会教育法（昭和 24年法律第 207号）第 20条に規定する公民館の用に供する施設である建築物 

十九  国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する職業能力開発促進法（昭

和 44年法律第 64号）第 15条の 6第 3項に規定する公共職業能力開発施設並びに国及び独立行政法人雇

用・能力開発機構が設置する同法第 27条第 1項に規定する職業能力開発総合大学校である建築物 

二十  墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23年法律第 48号）第 2条第 7項に規定する火葬場である建築物 

二十一  と畜場法（昭和 28年法律第 114号）第 3条第 2項に規定すると畜場である建築物又は化製場等

に関する法律（昭和 23年法律第 140号）第 1条第 2項に規定する化製場若しくは同条第 3項に規定する

死亡獣畜取扱場である建築物 

二十二  廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）による公衆便所、し尿処理施設

若しくはごみ処理施設である建築物又は浄化槽法（昭和 58年法律第 43号）第 2条第 1号に規定する浄

化槽である建築物 

二十三  卸売市場法（昭和 46年法律第 35号）第 2条第 3項に規定する中央卸売市場若しくは同条第 4項

に規定する地方卸売市場の用に供する施設である建築物又は地方公共団体が設置する市場の用に供する

施設である建築物 

二十四  自然公園法第 2条第 6号に規定する公園事業又は同条第 4号に規定する都道府県立自然公園のこ

れに相当する事業により建築される建築物 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%93%af%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000012000000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000012000000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000012000000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%4f%96%40%94%aa%8e%6c&REF_NAME=%8d%48%8b%c6%97%70%90%85%93%b9%8e%96%8b%c6%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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二十五  住宅地区改良法（昭和 35年法律第 84号）第 2条第 1項に規定する住宅地区改良事業により建築

される建築物 

二十六  国、都道府県等（法第 34条の 2第 1項に規定する都道府県等をいう。）、市町村（指定都市等

及び事務処理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。）、市町村がその組織に加わつ

ている一部事務組合若しくは広域連合又は市町村が設置団体である地方開発事業団が設置する研究所、

試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のもの 

イ 学校教育法第 1条に規定する学校、同法第 124条に規定する専修学校又は同法第 134条第 1項に規

定する各種学校の用に供する施設である建築物 

ロ 社会福祉法 （昭和 26年法律第 45号）による社会福祉事業又は更生保護事業法 （平成 7年法律第

86号）による更生保護事業の用に供する施設である建築物 

ハ 医療法（昭和 23年法律第 205号）第 1条の 5第 1項に規定する病院、同条第 2項に規定する診療所

又は同法第 2条第 1項に規定する助産所の用に供する施設である建築物 

ニ 多数の者の利用に供する庁舎（主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用

に供するものを除く。）で国土交通省令で定めるもの 

ホ 宿舎（職務上常駐を必要とする職員のためのものその他これに準ずるものとして国土交通省令で定

めるものを除く。） 

二十七  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 （平

成 16年法律第 155号）第 17条第 1項第 1号 から第 3号 までに掲げる業務の用に供する施設である建

築物  

二十八  独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法 （平成 14年法律第 182号）第 2

条第 2項 に規定する水資源開発施設である建築物  

二十九  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 （平成 14

年法律第 161号）第 18条第 1項第 1号 から第 4号 までに掲げる業務の用に供する施設である建築物  

三十  国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構法 （平成 14 年法律第 145 号）第 15 第一項第 1 号 又は非化石エネルギーの開発及び導

入の促進に関する法律 （昭和 55年法律第 71号）第 11条第 3号 に掲げる業務の用に供する施設である

建築物  

 

（開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為） 

第 22条  法第 29条第 1項第 11号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 

一  仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の建設の

用に供する目的で行う開発行為 

二  車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

三  建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造面積が

10平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為 

四  法第 29条第 1項第 2号若しくは第 3号に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変更を伴わな

いもの又は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為 
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五  前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が 10平方メートル以内であ

るものの用に供する目的で行う開発行為 

六  主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の

販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面

積（同一敷地内に 2以上の建築物を新築する場合においては、その延べ面積の合計。以下この条及び第

35条において同じ。）が 50平方メートル以内のもの（これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全

体の延べ面積の 50パーセント以上のものに限る。）の新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市

街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為で、その規模が 100平方メ

ートル以内であるもの 

 

（法第 29条第 2項の政令で定める規模） 

第 22条の 2  法第 29条第 2項の政令で定める規模は、1ヘクタールとする。 

 

（開発区域が 2以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用） 

第 22条の 3  開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又

は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち 2以上の区域にわたる場合においては、法第 29条第 1

項第 1号の規定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為について適用する。 

一  当該開発区域の面積の合計が、1ヘクタール未満であること。 

二  市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち 2以上の区域にお

ける開発区域の面積の合計が、当該開発区域に係るそれぞれの区域について第 19条の規定により開発行

為の許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満であること。 

三  市街化区域における開発区域の面積が、1,000平方メートル（第 19条第 2項の規定が適用される場合

にあつては、500百平方メートル）未満であること。ただし、同条第 1項ただし書の規定により都道府

県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模未満であること。 

四  区域区分が定められていない都市計画区域における開発区域の面積が、3,000平方メートル（第 19

条第 1項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模）

未満であること。 

五  準都市計画区域における開発区域の面積が、3,000平方メートル（第 19条第 1項ただし書の規定によ

り都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模）未満であること。 

２  開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画

区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合においては、法第 29条第 2項の規定は、当該開発区域の

面積の合計が 1ヘクタール以上である開発行為について適用する。 

 

（開発行為を行なうについて協議すべき者） 

第 23条  開発区域の面積が 20ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あ

らかじめ、次に掲げる者（開発区域の面積が 40ヘクタール未満の開発行為にあつては、第 3号及び第 4号

に掲げる者を除く。）と協議しなければならない。 

一  当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者 
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二  当該開発区域を給水区域に含む水道法第 3条第 5項に規定する水道事業者 

三  当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第 2条第 1項第 2号に規定する一般電気事業者及びガス事

業法第 2条第 2項に規定する一般ガス事業者 

四  当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者 

 

（開発行為を行うのに適当でない区域） 

第 23条の 2  法第 33条第 1項第 8号（法第 35条の 2第 4項において準用する場合を含む。）の政令で

定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44年

法律第 57号）第 3条第 1項の急傾斜地崩壊危険区域とする。 

 

（樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模） 

第 23条の 3  法第 33条第 1項第 9号（法第 35条の 2第 4項において準用する場合を含む。）の政令で

定める規模は、1ヘクタールとする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため

特に必要があると認められるときは、都道府県は、条例で、区域を限り、0.3ヘクタール以上 1ヘクター

ル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。 

 

（環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規

模） 

第 23条の 4  法第 33条第 1項第 10号（法第 35条の 2第 4項 において準用する場合を含む。）の政令

で定める規模は、1ヘクタールとする。 

 

（輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模） 

第 24条  法第 33条第 1項第 11号（法第 35条の 2第 4項において準用する場合を含む。）の政令で定め

る規模は、40ヘクタールとする。 

 

（申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模） 

第 24条の 2  法第 33条第 1項第 12号（法第 35条の 2第 4項において準用する場合を含む。）の政令で

定める規模は、1ヘクタールとする。 

 

（工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為

の規模） 

第 24条の 3  法第 33条第 1項第 13号（法第 35条の 2第 4項において準用する場合を含む。）の政令で

定める規模は、1ヘクタールとする。 

 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第 25条  法第 33条第 2項（法第 35条の 2第 4項において準用する場合を含む。以下同じ。）に規定す

る技術的細目のうち、法第 33条第 1項第 2号（法第 35条の 2第 4項において準用する場合を含む。）に

関するものは、次に掲げるものとする。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%6c%96%40%8c%dc%8e%b5&REF_NAME=%8b%7d%8c%58%8e%ce%92%6e%82%cc%95%f6%89%f3%82%c9%82%e6%82%e9%8d%d0%8a%51%82%cc%96%68%8e%7e%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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一  道路は、都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく、かつ、

開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接続してこれらの道路の機能が有効に

発揮されるように設計されていること。 

二  予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて、6メートル以上 12メートル以下で国土

交通省令で定める幅員（小区間で通行上支障がない場合は、4メートル）以上の幅員の道路が当該予定

建築物等の敷地に接するように配置されていること。ただし、開発区域の規模及び形状、開発区域の周

辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが著しく困難と認められる場合であつて、

環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構

造の道路で国土交通省令で定めるものが配置されているときは、この限りでない。 

三  市街化調整区域における開発区域の面積が 20ヘクタール以上の開発行為（主として第二種特定工作

物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。第 6号及び第 7号において同じ。）にあつては、予

定建築物等の敷地から 250メートル以内の距離に幅員 12メートル以上の道路が設けられていること。 

四  開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員 9メートル（主として住宅の建築の用に供する目的で

行う開発行為にあつては、6.5メートル）以上の道路（開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得な

いと認められるときは、車両の通行に支障がない道路）に接続していること。 

五  開発区域内の幅員 9メートル以上の道路は、歩車道が分離されていること。 

六  開発区域の面積が 0.3ヘクタール以上 5ヘクタール未満の開発行為にあつては、開発区域に、面積の

合計が開発区域の面積の 3パーセント以上の公園、緑地又は広場が設けられていること。ただし、開発

区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合、予定建築物等の用途が住宅以外のものであ

り、かつ、その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置

を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。 

七  開発区域の面積が 5ヘクタール以上の開発行為にあつては、国土交通省令で定めるところにより、面

積が 1箇所 300平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の 3パーセント以上

の公園（予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場）が設けられている

こと。 

八  消防に必要な水利として利用できる河川、池沼その他の水利が消防法（昭和 23年法律第 186号）第

20条第 1項の規定による勧告に係る基準に適合していない場合において設置する貯水施設は、当該基準

に適合しているものであること。 

第 26条  法第 33条第 2項に規定する技術的細目のうち、同条第 1項第 3号（法第 35条の 2第 4項にお

いて準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

一  開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定めるところにより、開発区域の規模、地形、予定建築物

等の用途、降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出することができるように、管渠の勾配及

び断面積が定められていること。 

二  開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、開発区域内の下

水を有効かつ適切に排出することができるように、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の

公共の水域若しくは海域に接続していること。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得な

いと認められるときは、開発区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けるこ

とを妨げない。 
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三  雨水（処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む。）以外の下水

は、原則として、暗渠によつて排出することができるように定められていること。 

第 27条  主として住宅の建築の用に供する目的で行なう 20ヘクタール以上の開発行為にあつては、当該

開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が、それぞれ

の機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置されていなければならない。た

だし、周辺の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。 

第 28条  法第 33条第 2項に規定する技術的細目のうち、同条第 1項第 7号（法第 35条の 2第 4項にお

いて準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

一  地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講ぜ

られていること。 

二  開発行為によつて崖が生じる場合においては、崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、

その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が付されていること。 

三  切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑り

が生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留（次号において「地滑り抑止

ぐい等」という。）の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。 

四  盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑り

が生じないように、おおむね 30センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を

盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて

地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置が講ぜられていること。 

五  著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑

り面とならないように、段切りその他の措置が講ぜられていること。 

六  開発行為によつて生じた崖面は、崩壊しないように、国土交通省令で定める基準により、擁壁の設置、

石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられていること。 

七  切土又は盛土をする場合において、地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがあるときは、

開発区域内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように、国土交通省令で定める排水施設が

設置されていること。 

第 28条の 2  法第 33条第 2項に規定する技術的細目のうち、同条第 1項第 9号（法第 35条の 2第 4項

において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

一  高さが 10メートル以上の健全な樹木又は国土交通省令で定める規模以上の健全な樹木の集団につい

ては、その存する土地を公園又は緑地として配置する等により、当該樹木又は樹木の集団の保存の措置

が講ぜられていること。ただし、当該開発行為の目的及び法第 33条第 1項第 2号イからニまで（これら

の規定を法第 35条の 2第 4項において準用する場合を含む。）に掲げる事項と当該樹木又は樹木の集団

の位置とを勘案してやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。 

二  高さが 1メートルを超える切土又は盛土が行われ、かつ、その切土又は盛土をする土地の面積が 1,000

平方メートル以上である場合には、当該切土又は盛土を行う部分（道路の路面の部分その他の植栽の必

要がないことが明らかな部分及び植物の生育が確保される部分を除く。）について表土の復元、客土、

土壌の改良等の措置が講ぜられていること。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%4f%96%40%88%ea%81%5a%81%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8c%dc%8f%f0%82%cc%93%f1%91%e6%8e%6c%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003500200000004000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003500200000004000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003500200000004000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%4f%96%40%88%ea%81%5a%81%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8c%dc%8f%f0%82%cc%93%f1%91%e6%8e%6c%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003500200000004000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003500200000004000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003500200000004000000000000000000
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第 28条の 3  騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物等の建築又は建設の用

に供する目的で行う開発行為にあつては、4メートルから 20メートルまでの範囲内で開発区域の規模に応

じて国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそつてその内側に配置さ

れていなければならない。ただし、開発区域の土地が開発区域外にある公園、緑地、河川等に隣接する部

分については、その規模に応じ、緩衝帯の幅員を減少し、又は緩衝帯を配置しないことができる。 

第 29条  第 25条から前条までに定めるもののほか、道路の勾配、排水の用に供する管渠の耐水性等法第

33条第 1項第 2号から第 4号まで及び第 7号（これらの規定を法第 35条の 2第 4項において準用する場

合を含む。）に規定する施設の構造又は能力に関して必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。 

 

（条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準） 

第 29条の 2  法第 33条第 3項（法第 35条の 2第 4項において準用する場合を含む。次項において同じ。）

の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次に掲げるものとする。 

一  第 25条第 2号、第 3号若しくは第 5号から第 7号まで、第 27条、第 28条第 2号から第 6号まで又

は前 3条の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るため

に必要な限度を超えない範囲で行うものであること。 

二  第 25条第 2号の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき道路の幅員の最低限度について、

12メートル（小区間で通行上支障がない場合は、6メートル）を超えない範囲で行うものであること。 

三  第 25条第 3号の技術的細目に定められた制限の強化は、開発区域の面積について行うものであるこ

と。 

四  第 25条第 5号の技術的細目に定められた制限の強化は、歩車道を分離すべき道路の幅員の最低限度

について、5.5メートルを下らない範囲で行うものであること。 

五  第 25条第 6号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところによるものであること。 

イ 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において設置すべき施設の種類を、公園に限

定すること。 

ロ 設置すべき公園、緑地又は広場の数又は 1箇所当たりの面積の最低限度を定めること。 

ハ 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度について、6

パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予定建築物等の用途を勘案して特

に必要があると認められる場合に行うこと。 

六  第 25条第 7号の技術的細目に定められた制限の強化は、国土交通省令で定めるところにより、設置

すべき公園、緑地若しくは広場の数若しくは 1箇所当たりの面積の最低限度又はそれらの面積の合計の

開発区域の面積に対する割合の最低限度（6パーセントを超えない範囲に限る。）について行うもので

あること。 

七  第 27条の技術的細目に定められた制限の強化は、20ヘクタール未満の開発行為においてもごみ収集

場その他の公益的施設が特に必要とされる場合に、当該公益的施設を配置すべき開発行為の規模につい

て行うものであること。 

八  第 28条第 2号から第 6号までの技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風土又は

地勢の特殊性により、これらの規定のみによつては開発行為に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的

を達し難いと認められる場合に行うものであること。 
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九  第 28条の 2第 1号の技術的細目に定められた制限の強化は、保存の措置を講ずべき樹木又は樹木の

集団の要件について、優れた自然的環境の保全のため特に必要があると認められる場合に行うものであ

ること。 

十  第 28条の 2第 2号の技術的細目に定められた制限の強化は、表土の復元、客土、土壌の改良等の措

置を講ずべき切土若しくは盛土の高さの最低限度又は切土若しくは盛土をする土地の面積の最低限度に

ついて行うものであること。 

十一  第 28条の 3の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度につい

て、20メートルを超えない範囲で国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。 

十二  前条に規定する技術的細目の強化は、国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。 

２  法第 33条第 3項の政令で定める基準のうち制限の緩和に関するものは、次に掲げるものとする。 

一  第 25条第 2号又は第 6号の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利

便の増進上支障がない範囲で行うものであること。 

二  第 25条第 2号の技術的細目に定められた制限の緩和は、既に市街地を形成している区域内で行われ

る開発行為において配置すべき道路の幅員の最低限度について、4メートル（当該道路と一体的に機能

する開発区域の周辺の道路の幅員が 4メートルを超える場合には、当該幅員）を下らない範囲で行うも

のであること。 

三  第 25条第 6号の技術的細目に定められた制限の緩和は、地方公共団体が開発区域の周辺に相当規模

の公園、緑地又は広場の設置を予定している場合に行うものであること。 

 

（条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準） 

第 29条の 3  法第 33条第 4項（法第 35条の 2第 4項において準用する場合を含む。）の政令で定める

基準は、建築物の敷地面積の最低限度が 200平方メートル（市街地の周辺その他の良好な自然的環境を形

成している地域においては、300平方メートル）を超えないこととする。 

 

（景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基

準） 

第 29条の 4  法第 33条第 5項（法第 35条の 2第 4項において準用する場合を含む。）の政令で定める

基準は、次に掲げるものとする。 

一  切土若しくは盛土によつて生じる法の高さの最高限度、開発区域内において予定される建築物の敷地

面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度に関する制限を、

良好な景観の形成を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。 

二  切土又は盛土によつて生じる法の高さの最高限度に関する制限は、区域、目的、開発区域の規模又は

予定建築物等の用途を限り、開発区域内の土地の地形に応じ、1.5メートルを超える範囲で行うもので

あること。 

三  開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限は、区域、目的又は予定さ

れる建築物の用途を限り、300平方メートルを超えない範囲で行うものであること。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%4f%96%40%88%ea%81%5a%81%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000003000000000000000000
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四  木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度に関する制限は、区域、目的、開発区域

の規模又は予定建築物等の用途を限り、木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の開発区域の

面積に対する割合が 60パーセントを超えない範囲で行うものであること。 

２  前項第 2号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。 

 

（主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物） 

第 29条の 5  法第 34条第 1号（法第 35条の 2第 4項において準用する場合を含む。）の政令で定める

公益上必要な建築物は、第 21条第 26号イからハまでに掲げる建築物とする。 

 

（危険物等の範囲） 

第 29条の 6  法第 34条第 8号（法第 35条の 2第 4項 において準用する場合を含む。次項において同じ。）

の政令で定める危険物は、火薬類取締法（昭和 25年法律第 149号）第 2条第 1項の火薬類とする。 

２  法第 34条第 8号の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は、火薬類取締法第 12条第 1項の火薬

庫である建築物又は第一種特定工作物とする。 

 

（市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等） 

第 29条の 7  法第 34条第 9号（法第 35条の 2第四項 において準用する場合を含む。）の政令で定める

建築物又は第一種特定工作物は、次に掲げるものとする。 

一  道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給油所等であ

る建築物又は第一種特定工作物 

二  火薬類取締法第 2条第 1項の火薬類の製造所である建築物 

 

（法第 34条第 11号の土地の区域を条例で指定する場合の基準） 

第 29条の 8  法第 34条第 11号（法第 35条の 2第 4項において準用する場合を含む。）の政令で定める

基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原則として、第 8条第 1項第 2号ロからニまでに掲げる土

地の区域を含まないこととする。 

 

（開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準） 

第 29条の 9  法第 34条第 12号（法第 35条の 2第 4項において準用する場合を含む。）の政令で定める

基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、第 8条第 1項第 2号ロからニまでに掲げる土地の区域

を含まないこととする。 

 

（区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間） 

第 30条  法第 34条第 13号（法第 35条の 2第 4項において準用する場合を含む。）の政令で定める期間

は、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して五年とする。 
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（開発行為の変更について協議すべき事項等） 

第 31条  第 23条各号に掲げる者との協議に係る開発行為に関する事項で法第 35条の 2第 4項の政令で

定めるものは、次に掲げるものとする。 

一  開発区域の位置、区域又は規模 

二  予定建築物等の用途 

三  協議をするべき者に係る公益的施設の設計 

２  第 23条の規定は、開発区域の区域又は規模の変更に伴い、開発区域の面積が 20ヘクタール（同条第

3号又は第四号に掲げる者との協議にあつては、40ヘクタール）以上となる場合について準用する。 

 

（法第 40条第 3項の政令で定める主要な公共施設等） 

第 32条  法第 40条第 3項の主要な公共施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

一  都市計画施設である幅員 12メートル以上の道路、公園、緑地、広場、下水道（管渠を除く。）、運

河及び水路 

二  河川 

第 33条  法第 40条第 3項の規定により国又は地方公共団体に対し費用の負担の協議を求めようとする者

は、法第 36条第 3項の規定による公告の日から起算して 3月以内に、国土交通省令で定める書類を国又は

当該地方公共団体に提出しなければならない。 

 

（その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開

発行為） 

第 34条  法第 43条第 1項第 4号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 

一  法第 29条第 1項第 4号から第 9号までに掲げる開発行為 

二  旧住宅地造成事業に関する法律（昭和 39年法律第 160号）第 4条の認可を受けた住宅地造成事業の

施行として行う開発行為 

 

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他

の行為） 

第 35条  法第 43条第 1項第 5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 

一  既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築 

二  建築物の改築又は用途の変更で当該改築又は用途の変更に係る床面積の合計が 10平方メートル以内

であるもの 

三  主として当該建築物の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販

売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積

が 50平方メートル以内のもの（これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の 50パー

セント以上のものに限る。）の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営む

ために行うもの 

四  土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の新設 
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（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準） 

第 36条  都道府県知事（指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同

じ。）は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第 43条第 1項の許可をしてはなら

ない。 

一  当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の敷地が次に定める基準（用途の変更の場合にあ

つては、ロを除く。）に適合していること。 

イ 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、敷地内の下水を有効に排出 

するとともに、その排出によつて当該敷地及びその周辺の地域に出水等による被害が生じないような

構造及び能力で適当に配置されていること。 

（１） 当該地域における降水量 

（２） 当該敷地の規模、形状及び地盤の性質 

（３） 敷地の周辺の状況及び放流先の状況 

（４） 当該建築物又は第一種特定工作物の用途 

ロ 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、当該土地について、地                                                                                                                    

盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられていること。 

二  地区計画又は集落地区計画の区域（地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限

る。）内においては、当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の用途が当該地区計画又は集

落地区計画に定められた内容に適合していること。 

三  当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物が次のいずれかに該当すること。 

イ 法第 34条第 1号から第 10号までに規定する建築物又は第一種特定工作物 

ロ 法第 34条第 11号の条例で指定する土地の区域内において新築し、若しくは改築する建築物若しく

は新設する第一種特定工作物で同号の条例で定める用途に該当しないもの又は当該区域内において用

途を変更する建築物で変更後の用途が同号の条例で定める用途に該当しないもの 

ハ 建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市

街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途

の変更又は第一種特定工作物の新設として、都道府県の条例で区域、目的又は用途を限り定められた

もの。この場合において、当該条例で定める区域には、原則として、第 8条第 1項第 2号ロからニま

でに掲げる土地の区域を含まないものとする。 

ニ 法第 34条第 13号に規定する者が同号に規定する土地において同号に規定する目的で建築し、又は

建設する建築物又は第一種特定工作物（第 30条に規定する期間内に建築し、又は建設するものに限

る。） 

ホ 当該建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、

市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は著しく不適当と認められる建築物又は第

一種特定工作物で、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議を経たもの 

２  第 26条、第 28条及び第 29条の規定は、前項第 1号に規定する基準の適用について準用する。 
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（公告の方法等） 

第 42条  法第 52条の 3第 1項（法第 57条の 4において準用する場合を含む。）、第 57条第 1項、第

60条の 2第 2項、第 66条又は第 81条第 2項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければ

ならない。 

２  国土交通大臣、都道府県知事（法第 55条第 4項の規定により、法第 57条第 2項本文の規定による届

出の相手方として公告された者があるときは、その者）、施行予定者又は施行者は、法第 60条の 2第 2項、

第 57条第 1項、第 52条の 3第 1項（法第 57条の 4において準用する場合を含む。）又は第 66条の公告

をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定

められている都市計画施設の区域等、事業予定地、市街地開発事業等予定区域の区域又は事業地内の適当

な場所に掲示しなければならない。 

３  都道府県知事は、法第 81条第 2項の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その

公告の内容その他必要な事項を当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示

しなければならない。 

 

（開発審査会の組織及び運営に関する基準） 

第 43条  法第 78条第 8項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一  開発審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定めるものとする。 

二  会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものと

する。 

三  開発審査会は、会長（会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次号において同じ。）のほ

か、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができないものとする。 

四  開発審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる

ものとする。 

 

（港務局の長に対する権限の委任） 

第 44条  法第 86条の規定による都道府県知事の権限に属する事務の委任は、次に掲げる事務について行

うものとする。 

一  公有水面埋立法（大正 10年法律第 57号）の規定による竣功認可を受けた埋立地に係る事務 

二  港湾法第 39条第一項の規定により指定された分区に係る事務（前号に掲げるものを除く。） 
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都市計画法施行規則（抄） 

 

（既成市街地の区域） 

第 8条  令第 8条第 1号の既成市街地として国土交通省令で定める土地の区域は、次の各号に掲げる土地

の区域で集団農地以外のものとする。 

一  50ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が 1ヘクター

ル当たり 40人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で、当該区域内の人口が 3,000以上で

あるもの 

二  前号の土地の区域に接続する土地の区域で、50ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算

定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の 3分の 1以

上であるもの 

 

（令第 8条第 2項第 2号の国土交通省令で定める土地の区域） 

第 8条の 2  令第 8条第 2項第 2号の国土交通省令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。 

一  自然環境保全法（昭和 47年法律第 85号）第 14条第 1項に規定する原生自然環境保全地域又は同法

第 25条第 1項に規定する特別地区 

二  森林法（昭和 26年法律第 249号）第 30条若しくは第 30条の 2の規定により告示された保安林予定

森林の区域、同法第 41条の規定により指定された保安施設地区又は同法第 44条において準用する同法

第 30条の規定により告示された保安施設地区に予定された地区 

 

（令第 21条第 26号ニの国土交通省令で定める庁舎） 

第 17条の 2  令第 21条第 26号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。 

一  国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの 

二  国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎 

三  都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供す

る庁舎 

四  警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎 

 

（令第 21条第 26号ホの国土交通省令で定める宿舎） 

第 17条の 3  令第 21条第 26号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所に

居住する必要がある職員のためのものとする。 

 

（開発行為又は建築に関する証明書等の交付） 

第 60条  建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 6条第 1項（同法第 88条第 1項又は第 2項において

準用する場合を含む。）又は第 6条の 2第 1項（同法第 88条第 1項又は第 2項において準用する場合を含

む。）の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第 29条第 1項若しくは第 2項、

第 35条の 2第 1項、第 41条第 2項、第 42条、第 43条第 1項又は第 53条第 1項の規定に適合しているこ

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%b5%96%40%94%aa%8c%dc&REF_NAME=%8e%a9%91%52%8a%c2%8b%ab%95%db%91%53%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%98%5a%96%40%93%f1%8e%6c%8b%e3&REF_NAME=%90%58%97%d1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%98%5a%96%40%93%f1%8e%6c%8b%e3&REF_NAME=%93%af%96%40%91%e6%8e%6c%8f%5c%8e%6c%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004400000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004400000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004400000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%81%5a%88%ea&REF_NAME=%8c%9a%92%7a%8a%ee%8f%80%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%81%5a%88%ea&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000008800000000002000000000000000000
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とを証する書面の交付を都道府県知事（指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、法

第 29条第 1項若しくは第 2項 、第 35条の 2第 1項、第 41条第 2項、第 42条又は第 43条第 1項の事務

が地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 17の 2第 1項の規定により市町村が処理することとさ

れている場合又は法第 86条の規定により港務局の長に委任されている場合にあつては当該市町村の長又

は港務局の長とする。）に求めることができる。 

 

（開発許可の申請書の記載事項） 

第 15条  法第 30条第 1項第 5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの（主として、自己の居

住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で

自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（開発区域の面積が 1

ヘクタール以上のものを除く。）にあつては、第四号に掲げるものを除く。）とする。 

一  工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日 

二  主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為、主として住宅以外の

建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為、

その他の開発行為の別 

三  市街化調整区域内において行う開発行為にあつては、当該開発行為が該当する法第 34条の号及びそ

の理由 

四  資金計画 

 

（開発許可の申請） 

第 16条  法第 29条第 1項又は第 2項の許可を受けようとする者は、別記様式第 2又は別記様式第 2の 2

の開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 

２  法第 30条第 1項第 3号の設計は、設計説明書及び設計図（主として自己の居住の用に供する住宅の

建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、設計図）により定めなければならない。 

３  前項の設計説明書は、設計の方針、開発区域（開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。

以下次項及び次条において同じ。）内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画（公共施設の

管理者となるべき者及び公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項を含む。）を記載したものでなけ

ればならない。 

４  第 2項の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。たゞし、主とし

て自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、給水施設計画平面図

は除く。 

 

 

 

 

 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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図面

の種

類 

明示すべき事項 縮尺 備考 

現況

図 

地形、開発区域の境界、開発区域内及び開発区域の

周辺の公共施設並びに令第 28条の 2第 1号に規定

する樹木又は樹木の集団及び同条第 2号に規定す

る切土又は盛土を行う部分の表土の状況 

2,500

分の 1

以上 

一 等高線は、2メートルの標高差を示

すものであること。 

二 樹木若しくは樹木の集団又は表土

の状況にあつては、規模が 1ヘクタール

（令第 23条の 3ただし書の規定に基づ

き別に規模が定められたときは、その規

模）以上の開発行為について記載するこ

と。 

土地

利用

計画

図 

開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建

築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用

途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置

並びに緩衝帯の位置及び形状 

1,000

分の 1

以上 

 

造成

計画

平面

図 

開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、

がけ（地表面が水平面に対し 30度を超える角度を

成す土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以

外のものをいう。以下この項、第 23条、第 27条第

2項及び第 34条第 2項において同じ。）又は擁壁

の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 

1,000

分の 1

以上 

切土又は盛土をする土地の部分で表土

の復元等の措置を講ずるものがあると

きは、その部分を図示すること。 

造成

計画

断面

図 

切土又は盛土をする前後の地盤面 1,000

分の 1

以上 

高低差の著しい箇所について作成する

こと。 

排水

施設

計画

平面

図 

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材

料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐

口の位置及び放流先の名称 

500分

の 1以

上 

 

給水

施設

計画

平面

図 

 

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並

びに消火栓の位置 

500分

の 1以

上 

排水施設計画平面図にまとめて図示し

てもよい。 
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がけ

の断

面図 

がけの高さ、勾配及び土質（土質の種類が 2以上で

あるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ）、

切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保

護の方法 

50分の

1以上 

一 切土をした土地の部分に生ずる高

さが 2メートルを超えるがけ、盛土をし

た土地の部分に生ずる高さが 1メート

ルを超えるがけ又は切土と盛土とを同

時にした土地の部分に生ずる高さが 2

メートルを超えるがけについて作成す

ること。 

二 擁壁で覆われるがけ面については、

土質に関する事項は、示すことを要しな

い。 

擁壁

の断

面図 

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、

裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸

法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質

並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 

50分の

1以上 

 

 

５  前条第 4号の資金計画は、別記様式第 3の資金計画書により定めたものでなければならない。 

６  第 2項の設計図には、これを作成した者が記名押印又は署名をしなければならない。 

 

（開発許可の申請書の添付図書） 

第 17条  法第 30条第 2項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。 

一  開発区域位置図 

二  開発区域区域図 

三  法第 33条第 1項第 14号の相当数の同意を得たことを証する書類 

四  設計図を作成した者が第 19条に規定する資格を有する者であることを証する書類 

五  法第 34条第 13号の届出をした者が開発許可を受けようとする場合にあつては、その者が、区域区分

に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居

住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設す

る目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類 

２  前項第 1号に掲げる開発区域位置図は、縮尺 50,000分の 1以上とし、開発区域の位置を表示した地

形図でなければならない。 

３  第 1項第 2号に掲げる開発区域区域図は、縮尺 2,500分の 1以上とし、開発区域の区域並びにその区

域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、

都市計画区域界、準都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。 

 

（資格を有する者の設計によらなければならない工事） 

第 18条  法第 31条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が 1ヘクタール以上の開発行為に関

する工事とする。 
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（設計者の資格） 

第 19条  法第 31条の国土交通省令で定める資格は、次に掲げるものとする。 

一  開発区域の面積が 1ヘクタール以上 20ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあつては、次のい

ずれかに該当する者であること。 

イ 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）による大学（短期大学を除く。）又は旧大学令（大正 7年勅

令第 388号 ）による大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業

した後、宅地開発に関する技術に関して 2年以上の実務の経験を有する者 

ロ 学校教育法 による短期大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業年限 3年

の課程（夜間において授業を行なうものを除く。）を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関

して 3年以上の実務の経験を有する者 

ハ 前号に該当する者を除き、学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明

治 36年勅令第 61号）による専門学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程

を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して四年以上の実務の経験を有する者 

ニ 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和 18年勅令第 36号）によ

る中等学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地

開発に関する技術に関して 7年以上の実務の経験を有する者 

ホ 技術士法（昭和 58年法律第 25号）による第 2次試験のうち国土交通大臣が定める部門に合格した

者で、宅地開発に関する技術に関して 2年以上の実務の経験を有するもの 

ヘ 建築士法（昭和 25年法律第 202号）による 1級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術

に関して 2年以上の実務の経験を有するもの 

ト 宅地開発に関する技術に関する 7年以上の実務の経験を含む土木、建築、都市計画又は造園に関す

る 10年以上の実務の経験を有する者で、次条から第 19条の 4までの規定により国土交通大臣の登録

を受けた者（以下「登録講習機関」という。）がこの省令の定めるところにより行う講習（以下「講

習」という。）を修了した者 

チ 国土交通大臣がイからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 

二  開発区域の面積が 20ヘクタール以上の開発行為に関する工事にあつては、前号のいずれかに該当す

る者で、開発区域の面積が 20ヘクタール以上の開発行為に関する工事の総合的な設計に係る設計図書の

作成に関する実務に従事したことのあるものその他国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有すると認

めたものであること。 

 

（登録） 

第 19条の 2  前条第 1号トの登録（以下単に「登録」という。）は、講習の実施に関する事務（以下「講

習事務」という。）を行おうとする者の申請により行う。 

２  登録を受けようとする者（以下この条において「登録申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載

した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

一  登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二  講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 

三  講習事務を開始しようとする年月日 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%94%aa%96%40%93%f1%8c%dc&REF_NAME=%8b%5a%8f%70%8e%6d%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%81%5a%93%f1&REF_NAME=%8c%9a%92%7a%8e%6d%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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３  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一  個人である場合においては、次に掲げる書類 

イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 

ロ 登録申請者の略歴を記載した書類 

二  法人である場合においては、次に掲げる書類 

イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 

ロ 申請に係る意思の決定を証する書類 

ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類 

三  登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 

四  登録申請者の行う講習が第 19条の 4第 1項各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類 

五  その他参考となる事項を記載した書類 

 

（欠格条項） 

第 19条の 3  次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 

一  法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなつた日から 2年を経過しない者 

二  第 19条の 13の規定により登録を取り消され、その取消しの日から 2年を経過しない者 

三  法人であつて、講習事務を行う役員のうちに前 2号のいずれかに該当する者があるもの 

 

（登録要件等） 

第 19条の 4  国土交通大臣は、第 19条の 2の規定により登録を申請した者の行う講習が、次に掲げる要

件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 

一  次に掲げる科目について行われるものであること。 

イ 土木工学に関する科目 

ロ 設計に関する科目 

ハ 法その他の宅地開発に係る法令に関する科目 

ニ 施設計画等に関する科目 

ホ 工事及び防災の計画に関する科目 

ヘ その他宅地開発に関する知識の習得に必要な科目 

二  次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事し、その人数が 2名以上であること。 

イ 学校教育法 による大学（短期大学を除く。）において土木工学、建築学その他の講習に関する科目

を担当する教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工

学、建築学その他の講習に関する科目の研究により修士の学位を授与された者 

ロ 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、講習に関する科目に係る専門的知識を有する者 

ハ 土木、建築その他の講習に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事

した経験のある者で、かつ、これらの分野について専門的知識を有する者 

ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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２  登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 

一  登録年月日及び登録番号 

二  登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び講習事務を行う役員の

氏名 

三  講習事務を行う事務所の名称及び所在地 

四  講習事務を開始する年月日 

 

（登録の更新） 

第 19条の 5  登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 

２  前 3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

 

（講習事務の実施に係る義務） 

第 19条の 6  登録講習機関は、公正に、かつ、第 19条の 4第 1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準

に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 

一  特定の者を差別的に取り扱わないこと。 

二  講習は、講義及び考査により行うこと。 

三  講義時間の合計は 33時間以上とし、第 19条の 4第 1項第 1号イからホまでに掲げる各科目の講義時

間はそれぞれ 3時間以上とすること。 

四  講師の責任において適切に作成された教科書を用いて講義を行うこと。 

五  講義の終了後に考査を行うこと。 

六  考査は、設計に関する知識を習得したかどうかを判定できるものであること。 

七  講師によつて構成される合議制の機関により、考査の問題の作成及び考査の結果の判定を行うこと。 

八  考査において良好な成績を修め、講習を修了した者に対してのみ修了証明書を交付すること。 

九  考査に関する不正行為その他の不正な受講を防止するための措置を講じること。 

十  講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項を公示すること。 

十一  前号の公示をしようとする日の 2週間前までに、その内容を記載した書面を国土交通大臣に提出す

ること。 

十二  講習を実施しようとする日の 2週間前までに、当該講習に用いる教科書及び考査の問題の写しを国

土交通大臣に提出すること。 

十三  考査の結果を公表し、又は受講者に通知しようとする日の 2週間前までに、考査の結果の判定の基

準を記載した書面を国土交通大臣に提出すること。 

十四  講習事務によつて知り得た秘密を保持すること。 

 

（登録事項の変更の届出） 

第 19条の 7  登録講習機関は、第 19条の 4第 2項第 2号及び第 3号に掲げる事項を変更しようとすると

きは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の 2週間前までに、

次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 

一  変更しようとする事項 
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二  変更しようとする年月日 

三  変更しようとする理由 

 

（講習事務規程） 

第 19条の 8  登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務を開

始しようとする日の 2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする

ときも、同様とする。 

一  講習事務の時間及び休日に関する事項 

二  講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項 

三  講習の受講の申込みに関する事項 

四  講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項 

五  講習の日程、周知の方法その他の講習の実施の方法に関する事項 

六  考査の問題の作成及び考査の結果の判定の方法に関する事項 

七  講習の不正受講者の処分に関する事項 

八  修了証明書の交付及び再交付に関する事項 

九  第 19条の 14第 3項の帳簿その他の講習事務についての書類に関する事項 

十  講習事務に関する秘密の保持に関する事項 

十一  講習事務に関する公正の確保に関する事項 

十二  その他講習事務に関し必要な事項 

 

（講習事務の休廃止） 

第 19条の 9  登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止

又は廃止しようとする日の 2週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しな

ければならない。 

一  休止し、又は廃止しようとする講習事務の範囲 

二  休止し、又は廃止しようとする年月日 

三  休止しようとする場合にあつては、その期間 

四  休止又は廃止の理由 

 

（財務諸表等の備付け及び閲覧等） 

第 19条の 10  登録講習機関は、毎事業年度経過後 3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及

び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）の作成がされている場合における当該電

磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。）を作成し、5年間登録講習機関の事務所に備え

て置かなければならない。 
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２  講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲

げる請求をすることができる。ただし、第 2号又は第 4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用

を支払わなければならない。 

一  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 

二  前号の書面の謄本又は抄本の請求 

三  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又

は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求 

四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録講習機関が定

めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子

情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物（第

19条の 14において「磁気ディスク等」という。）をもつて調製するファイルに情報を記録したもの

を交付する方法 

３  前項第 4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成で

きるものでなければならない。 

 

（適合命令） 

第 19条の 11  国土交通大臣は、登録講習機関が第 19条の 4第 1項の規定に適合しなくなつたと認める

ときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることが

できる。 

 

（改善命令） 

第 19条の 12  国土交通大臣は、登録講習機関が第 19条の 6の規定に違反していると認めるときは、そ

の登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の

改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

（登録の取消し等） 

第 19条の 13  国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り

消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

一  第 19条の 3第 1号又は第 3号に該当するに至つたとき。 

二  第 19条の 7から第 19条の 9まで、第 19条の 10第 1項又は次条の規定に違反したとき。 

三  正当な理由がないのに第 19条の 10第 2項各号の規定による請求を拒んだとき。 

四  前 2条の規定による命令に違反したとき。 

五  第 19条の 15の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

六  不正の手段により登録を受けたとき。 
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（帳簿の記載等） 

第 19条の 14  登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 

一  講習の実施年月日 

二  講習の実施場所 

三  講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間 

四  受講者の氏名、生年月日及び住所 

五  講習を修了した者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び修了番号 

２  前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に

応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録を

もつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。 

３  登録講習機関は、第 1項に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気

ディスク等を含む。）を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 

４  登録講習機関は、次に掲げる書類を備え、講習を実施した日から 2年間保存しなければならない。 

一  講習の受講申込書及び添付書類 

二  講習に用いた教科書 

三  終了した考査の問題及び答案用紙 

 

（報告の徴収） 

第 19条の 15  国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録

講習機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 

 

（公示） 

第 19条の 16  国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 

一  登録をしたとき又は第 19条の 5第 1項の登録の更新をしたとき。 

二  第 19条の 7の規定による届出があつたとき。 

三  第 19条の 9の規定による届出があつたとき。 

四  第 19条の 13の規定により登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。 

 

（道路の幅員） 

第 20条  令第 25条第 2号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若し

くは第一種特定工作物の敷地でその規模が 1,000平方メートル未満のものにあつては 6メートル（多雪地

域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合にあつては、8メートル）、その他

のものにあつては 9メートルとする。 

 

（令第 25条第 2号ただし書の国土交通省令で定める道路） 

第 20条の 2  令第 25条第 2号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件に該当するもの

とする。 

一  開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%6c%90%ad%88%ea%8c%dc%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%93%f1%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002500000000001000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002500000000001000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002500000000001000000002000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%6c%90%ad%88%ea%8c%dc%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%93%f1%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002500000000000000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002500000000000000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002500000000000000000002000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%6c%90%ad%88%ea%8c%dc%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%93%f1%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002500000000001000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002500000000001000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002500000000001000000002000000000
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二  幅員が 4メートル以上であること。 

 

（公園等の設置基準） 

第 21条  開発区域の面積が 5ヘクタール以上の開発行為にあつては、次に定めるところにより、その利

用者の有効な利用が確保されるような位置に公園（予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、

公園、緑地又は広場。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

一  公園の面積は、1箇所 300平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の 3パ

ーセント以上であること。 

二  開発区域の面積が 20ヘクタール未満の開発行為にあつてはその面積が 1,000平方メートル以上の公

園が 1箇所以上、開発区域の面積が 20ヘクタール以上の開発行為にあつてはその面積が 1,000平方メー

トル以上の公園が 2箇所以上であること。 

 

（排水施設の管渠の勾配及び断面積） 

第 22条  令第 26条第 1号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、5年に 1回の確率で想定される降雨強

度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及

び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排出することができるように定めなければならない。 

２  令第 28条第 7号の国土交通省令で定める排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、切土又は盛土

をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量

を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。 

 

（がけ面の保護） 

第 23条  切土をした土地の部分に生ずる高さが 2メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ず

る高さが 1メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが 2メートルを

こえるがけのがけ面は、擁壁でおおわなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることと

なるがけ又はがけの部分で、次の各号の一に該当するもののがけ面については、この限りでない。 

一  土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの 

土質 擁壁を要しない勾配の

上限 

擁壁を要する勾配の

下限 

軟岩（風化の著しいものを除く。） 60度 80度 

風化の著しい岩 40度 50度 

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類す

るもの 

35度 45度 

 

二  土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度をこえ同表

の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離 5メートル以内の部分。この場合において、

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%6c%90%ad%88%ea%8c%dc%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%93%f1%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002600000000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002600000000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002600000000001000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%6c%90%ad%88%ea%8c%dc%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%93%f1%8f%5c%94%aa%8f%f0%91%e6%8e%b5%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002800000000002000000007000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002800000000002000000007000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002800000000002000000007000000000
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前号に該当するがけの部分により上下に分離されたがけの部分があるときは、同号に該当するがけの部

分は存在せず、その上下のがけの部分は連続しているものとみなす。 

２  前項の規定の適用については、小段等によつて上下に分離されたがけがある場合において、下層のが

け面の下端を含み、かつ、水平面に対し 30度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、

その上下のがけを一体のものとみなす。 

３  第 1項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁壁の設置

が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置

に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用しない。 

４  開発行為によつて生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹

付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。 

 

（樹木の集団の規模） 

第 23条の 2  令第 28条の 2第 1号の国土交通省令で定める規模は、高さが 5メートルで、かつ、面積が

300平方メートルとする。 

 

（緩衝帯の幅員） 

第 23条の 3  令第 28条の 3の国土交通省令で定める幅員は、開発行為の規模が、1ヘクタール以上 1.5

ヘクタール未満の場合にあつては 4メートル、1.5ヘクタール以上 5ヘクタール未満の場合にあつては 5

メートル、5ヘクタール以上 15ヘクタール未満の場合にあつては 10メートル、15ヘクタール以上 25ヘク

タール未満の場合にあつては 15メートル、25ヘクタール以上の場合にあつては 20メートルとする。 

 

（道路に関する技術的細目） 

第 24条  令第 29条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、次に掲げるものとする。 

一  道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横断勾

配が附されていること。 

二  道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠その他の適当な施設が設けられていること。 

三  道路の縦断勾配は、9パーセント以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる

場合は、小区間に限り、12パーセント以下とすることができる。 

四  道路は、階段状でないこと。ただし、もつぱら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障

がないと認められるものにあつては、この限りでない。 

五  道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定さ

れている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両の通行上支障がない場

合は、この限りでない。 

六  歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、適

当な長さで街角が切り取られていること。 

七  歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて車道から分離されていること。 

 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%6c%90%ad%88%ea%8c%dc%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%93%f1%8f%5c%94%aa%8f%f0%82%cc%93%f1%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002800200000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002800200000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002800200000001000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%6c%90%ad%88%ea%8c%dc%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%93%f1%8f%5c%94%aa%8f%f0%82%cc%8e%4f&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002800300000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002800300000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002800300000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%6c%90%ad%88%ea%8c%dc%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%93%f1%8f%5c%8b%e3%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000
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（公園に関する技術的細目） 

第 25条  令第 29条の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。 

一  面積が 1,000平方メートル以上の公園にあつては、2以上の出入口が配置されていること。 

二  公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用者の安全の確保

を図るための措置が講ぜられていること。 

三  公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾配で設けられていること。 

四  公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。 

 

（排水施設に関する技術的細目） 

第 26条  令第 29条の規定により定める技術的細目のうち、排水施設に関するものは、次に掲げるものと

する。 

一  排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。 

二  排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のも

のとする措置が講ぜられていること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合において

は、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有

するものとすることができる。 

三  公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されているこ

と。 

四  管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させることができるもの

（公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分にあつては、その内径又は内法幅が、20セン

チメートル以上のもの）であること。 

五  専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホ

ールが設けられていること。 

イ 管渠の始まる箇所 

ロ 下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない 

箇所を除く。）。 

ハ 管渠の内径又は内法幅の 120倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清 

掃上適当な場所 

六  ます又はマンホールには、ふた（汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することが

できるふたに限る。）が設けられていること。 

七  ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他の地表水を排除すべきますにあつては深さが 15セン

チメートル以上の泥溜めが、その他のます又はマンホールにあつてはその接続する管渠の内径又は内法

幅に応じ相当の幅のインバートが設けられていること。 

 

（擁壁に関する技術的細目） 

第 27条  第 23条第 1項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければなら

ない。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%6c%90%ad%88%ea%8c%dc%94%aa&REF_NAME=%97%df%91%e6%93%f1%8f%5c%8b%e3%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000
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一  擁壁の構造は、構造計算、実験等によつて次のイからニまでに該当することが確かめられたものであ

ること。 

イ 土圧、水圧及び自重（以下この号において「土圧等」という。）によつて擁壁が破壊 

されないこと。 

ロ 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。 

ハ 土圧等によつて擁壁の基礎がすべらないこと。 

ニ 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。 

二  擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必

要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に

排水できる構造のものにあつては、この限りでない。 

２  開発行為によつて生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが 2メートルを超えるものについては、建築

基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）第 142条（同令第 7章の 8 の準用に関する部分を除く。）の規

定を準用する。 

 

（公園等の設置基準の強化） 

第 27条の 2  第 21条第 1号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところにより行うもの

とする。 

一  設置すべき公園、緑地又は広場の数又は 1箇所当たりの面積の最低限度を定めること。 

二  設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度について、6

パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予定建築物等の用途を勘案して特に

必要があると認められる場合に行うこと。 

２  第 21条第 2号の技術的細目に定められた制限の強化は、設置すべき公園、緑地又は広場の数又は 1

箇所当たりの面積の最低限度について行うものとする。 

 

（令第 29条の 2第 1項第 11号の国土交通省令で定める基準） 

第 27条の 3  第 23条の 3の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度

について、開発行為の規模が 1ヘクタール以上 1.5ヘクタール未満の場合にあつては 6.5メートル、1.5

ヘクタール以上 5ヘクタール未満の場合にあつては 8メートル、5ヘクタール以上 15ヘクタール未満の場

合にあつては 15メートル、15ヘクタール以上の場合にあつては 20メートルを超えない範囲で行うものと

する。 

 

（令第 29条の 2第 1項第 12号の国土交通省令で定める基準） 

第 27条の 4  令第 29条の 2第 1項第 12号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 

一  第 24条、第 25条第 2号、第 26条第 4号又は第 27条の技術的細目に定められた制限について、環境

の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。 

二  第 24条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の

状況により必要と認められる場合に、同条各号に掲げる基準と異なる基準を定めるものであること。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%90%ad%8e%4f%8e%4f%94%aa&REF_NAME=%8c%9a%92%7a%8a%ee%8f%80%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%90%ad%8e%4f%8e%4f%94%aa&REF_NAME=%8c%9a%92%7a%8a%ee%8f%80%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%90%ad%8e%4f%8e%4f%94%aa&REF_NAME=%91%e6%95%53%8e%6c%8f%5c%93%f1%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000014200000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000014200000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000014200000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%90%ad%8e%4f%8e%4f%94%aa&REF_NAME=%93%af%97%df%91%e6%8e%b5%8f%cd%82%cc%94%aa&ANCHOR_F=1000000000007008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000007008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000007008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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三  第 25条第 2号の技術的細目に定められた制限の強化は、公園の利用者の安全の確保を図るため必要

があると認められる場合に、さく又はへいの設置その他利用者の安全を図るための措置が講ぜられてい

ることを要件とするものであること。 

四  第 26条第 4号の技術的細目に定められた制限の強化は、公共の用に供する排水施設のうち暗渠であ

る構造の部分の内径又は内のり幅について行うものであること。 

五  第 27条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、

同条各号の規定のみによつては開発行為に伴うがけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認め

られる場合に行うものであること。 

 

（法の高さの制限に関する技術的細目） 

第 27条の 5  令第 29条の 4第 2項の国土交通省令で定める技術的細目は、小段等によつて上下に分離さ

れた法がある場合にその上下の法を一体のものとみなすことを妨げないこととする。 

 

（既存の権利者の届出事項） 

第 28条  法第 34条第 13号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの（自己の居住の用に供する

建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、第 1号に掲げるものを除く。）とする。 

一  届出をしようとする者の職業（法人にあつては、その業務の内容） 

二  土地の所在、地番、地目及び地積 

三  届出をしようとする者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街

化調整区域が拡張された際、土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた目的 

四  届出をしようとする者が土地の利用に関する所有権以外の権利を有する場合においては、当該権利の

種類及び内容 

 

（変更の許可の申請書の記載事項） 

第 28条の 2  法第 35条の 2第 2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一  変更に係る事項 

二  変更の理由 

三  開発許可の許可番号 

 

（変更の許可の申請書の添付図書） 

第 28条の 3  法第 35条の 2第 2項の申請書には、法第 30条第 2項に規定する図書のうち開発行為の変

更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第 17条第 2項から

第 4項までの規定を準用する。 

 

（軽微な変更） 

第 28条の 4  法第 35条の 2第 1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとす

る。 

一  設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に掲げるものを除く。 
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イ 予定建築物等の敷地の規模の 10分の 1以上の増減を伴うもの 

ロ 住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が1,000

平方メートル以上となるもの 

二  工事施行者の変更。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う

開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設

の用に供する目的で行う開発行為（開発区域の面積が 1ヘクタール以上のものを除く。）以外の開発行

為にあつては、工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限る。 

三  工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 

 

（工事完了の届出） 

第 29条  法第 36条第 1項の規定による届出は、開発行為に関する工事を完了したときは別記様式第 4の

工事完了届出書を、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは別記様式第 5の

公共施設工事完了届出書を提出して行なうものとする。 

 

（検査済証の様式） 

第 30条  法第 36条第 2項に規定する検査済証の様式は、開発行為に関する工事を完了したものに係る検

査済証にあつては別記様式第 6とし、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したもの

に係る検査済証にあつては別記様式第 7とする。 

 

（工事完了公告） 

第 31条  法第 36条第 3項に規定する工事の完了の公告は、開発行為に関する工事を完了した場合にあつ

ては開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、開発

行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地

域の名称、公共施設の種類、位置及び区域並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府

県知事の定める方法で行なうものとする。 

 

（開発行為に関する工事の廃止の届出） 

第 32条  法第 38条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第 8による開発行為に関

する工事の廃止の届出書を提出して行なうものとする。 

 

（費用の負担の協議に関する書類） 

第 33条  令第 33条の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類、費用の負担を求め

ようとする者が法第36条第 3項に規定する公告の日において当該費用の負担に係る土地を所有していたこ

とを証する書類並びに当該土地の位置及び区域を明示する図面とする。 

一  費用の負担を求めようとする者の住所及び氏名 

二  負担を求めようとする額 

三  費用の負担を求めようとする土地の法第 36条第三項に規定する公告の日における所在、地番、地目

及び面積 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%4f%96%40%88%ea%81%5a%81%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003600000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003600000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003600000000003000000000000000000
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四  費用の負担を求めようとする土地の取得に要すべき費用の額及びその積算の基礎 

 

（建築物の新築等の許可の申請） 

第 34条  法第 43条第 1項に規定する許可の申請は、別記様式第九による建築物の新築、改築若しくは用

途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書を提出して行うものとする。 

２  前項の許可申請書には、次に掲げる図面（令第 36条第 1項第 3号ニに該当するものとして許可を受

けようとする場合にあつては、次に掲げる図面及び当該許可を受けようとする者が、区域区分に関する都

市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業

務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又

は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類）を添付しなければならない。 

図面の

種類 

明示すべき事項 

付近見

取図 

方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設 

敷地現

況図 

（一） 建築物の新築若しくは改築又は第一種特定工作物の新設の場合 

敷地の境界、建築物の位置又は第一種特定工作物の位置、がけ及び擁壁の位置並びに排水施設の

位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 

（二） 建築物の用途の変更の場合 

敷地の境界、建築物の位置並びに排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流

先の名称 

 

（開発登録等の記載事項） 

第 35条  法第 47条第 1項第 6号の国土交通省令で定める事項は、法第 45条の規定により開発許可に基

づく地位を承継した者の住所及び氏名とする。 

 

（開発登録簿の調製） 

第 36条  開発登録簿（以下「登録簿」という。）は、調書及び図面をもつて組成する。 

２  図面は、第 16条第 4項により定めた土地利用計画図とする。 

第 59条  法第 81条第 2項の公告をした場合における令第 42条第 3項の規定による掲示は、その公告を

した日から 10日間しなければならない。 

 

（公示の方法） 

第 59条の 2  法第 81条第 3項の国土交通省令で定める方法は、国土交通大臣の命令に係るものにあつて

は官報への掲載、都道府県知事の命令に係るものにあつては当該都道府県の公報への掲載とする。 

 

 

 


